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第６号様式別表５の２記載要領 

 

１ この計算書は、法第 72 条の２第１項第１号イに掲げる法人が、付加価値割の課税標準となる付加価

値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第６号様式の申告書に添

付すること。 

２ 「単年度損益 第６号様式○70 又は別表５㉒ ⑤」の欄は、法第 72条の 18 の規定によりその例による

ものとされる政令第20条の２の11の規定による読替え後の法人税法第59条第１項の規定の適用を受

けようとする法人にあっては、同欄中「第６号様式○70 」とあるのは「（第６号様式○70 －別表 10⑫）」

と、「別表５㉒」とあるのは「（別表５㉒－別表 10⑫）」と読み替えて計算した金額を記載し、同条

第２項（同項第３号に掲げる場合に該当する場合に限る。）の規定の適用を受けようとする法人にあ

っては、同欄中「第６号様式○70 」とあるのは「（第６号様式○70 －別表 10㉕）」と、「別表５㉒」とあ

るのは「（別表５㉒－別表 10㉕）」と読み替えて計算した金額を記載し、同条第２項（同項第３号に

掲げる場合に該当する場合を除く。）の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第６

号様式○70 」とあるのは「（第６号様式○70 －別表 11⑫）」と、「別表５㉒」とあるのは「（別表５㉒－

別表 11⑫）」と読み替えて計算した金額を記載し、同条第３項の規定の適用を受けようとする法人に

あっては、同欄中「第６号様式○70 」とあるのは「（第６号様式○70 －別表 11⑫）」と、「別表５㉒」と

あるのは「（別表５㉒－別表 11⑫）」として計算した金額を記載すること。 

  また、当該欄には、租税特別措置法第 59 条の２又は同法第 68 条の 62 の２の規定の適用を受ける法

人にあっては、法人税の明細書（別表４の(34)）又は法人税の明細書（別表４の２付表の（43））の

欄において損金算入額（減算した金額）がある場合は当該額を加算し、加算した金額（益金算入額）

がある場合は当該額を減算した金額を記載し、第６号様式別表⑤の㉖から㉚までの各欄に記載のある

法人にあっては、これらの欄の合計額を減算した金額を記載すること。 

３ 「当該事業年度の月数 ⑫」の欄は、法第 72条の 21 第２項、第３項又は第４項の規定の適用を受け

る法人にあっては、当該規定に基づき計算した月数を記載すること。 
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